
○

建
築
物
の
倒
壊
及
び
崩
落
、
屋
根
ふ
き
材
、
特
定
天
井
、
外
装
材
及
び
屋
外
に
面
す
る
帳
壁
の
脱
落
並
び
に
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
籠
の
落
下
及
び
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
脱
落
の

お
そ
れ
が
な
い
建
築
物
の
構
造
方
法
に
関
す
る
基
準
並
び
に
建
築
物
の
基
礎
の
補
強
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
六
十
六
号
）
（
抄

）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
百
三
十
七
条
の
二

第
一

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
百
三
十
七
条
の
二

第
一
号
イ

に
規
定
す
る
建
築
物
の
倒
壊
及
び
崩
落
、
屋
根
ふ
き
材
、
特
定

第
一
号
イ

に
規
定
す
る
建
築
物
の
倒
壊
及
び
崩
落
、
屋
根
ふ
き
材
、
特
定

(3)

(3)

天
井
、
外
装
材
及
び
屋
外
に
面
す
る
帳
壁
の
脱
落
並
び
に
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の

天
井
、
外
装
材
及
び
屋
外
に
面
す
る
帳
壁
の
脱
落
並
び
に
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の

籠
の
落
下
及
び
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
脱
落
の
お
そ
れ
が
な
い
建
築
物
の
構
造

籠
の
落
下
及
び
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
脱
落
の
お
そ
れ
が
な
い
建
築
物
の
構
造

方
法
に
関
す
る
基
準
は
、
次
の
各
号
（
法
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
後
段
に
規

方
法
に
関
す
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

定
す
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
安
全
性
を
確
か
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号

）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

第
二

令
第
百
三
十
七
条
の
二
第
一
号
ロ

に
規
定
す
る
建
築
物
の
倒
壊
及
び
崩
落

第
二

令
第
百
三
十
七
条
の
二
第
一
号
ロ

に
規
定
す
る
建
築
物
の
倒
壊
及
び
崩
落

(3)

⑶

、
屋
根
ふ
き
材
、
特
定
天
井
、
外
装
材
及
び
屋
外
に
面
す
る
帳
壁
の
脱
落
並
び
に

、
屋
根
ふ
き
材
、
特
定
天
井
、
外
装
材
及
び
屋
外
に
面
す
る
帳
壁
の
脱
落
並
び
に

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
籠
の
落
下
及
び
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
脱
落
の
お
そ
れ
が
な
い
建

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
籠
の
落
下
及
び
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
脱
落
の
お
そ
れ
が
な
い
建

築
物
の
構
造
方
法
に
関
す
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

築
物
の
構
造
方
法
に
関
す
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
以
外
の
部
分
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
つ

一

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
以
外
の
部
分
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
つ

い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

い
て
は
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

イ

令
第
三
章
第
八
節
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
。

イ

地
震
に
対
し
て
、
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
以
外
の
部
分
の
規
模
及
び

ロ

令
第
三
章
第
八
節
の
規
定
（
地
震
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
適
合
し
、

構
造
が
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
構
造
計
算
（

か
つ
、
地
震
時
を
除
き
、
令
第
八
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
（
地
震

そ
れ
ぞ
れ
地
震
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ

に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構

る
こ
と
又
は
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
告
示
第
百
八
十
五
号
に
定
め
る
基
準

造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
（
法
第
二
十
条
第
一
項
第
二

に
よ
っ
て
地
震
に
対
し
て
安
全
な
構
造
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。

号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
建
築
物
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
。

⑴

法
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
区
分
に
該
当
す
る
も

ハ

平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
告
示
第
百
八
十
五
号
に
定
め
る
基
準
に
よ
っ
て

の

同
号
イ
後
段
に
規
定
す
る
構
造
計
算
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地
震
に
対
し
て
安
全
な
構
造
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
、
か
つ
、
地
震
時
を
除

⑵

法
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
区
分
に

き
、
令
第
八
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
（
地
震
に
係
る
部
分
を
除
く

該
当
す
る
も
の

同
項
第
二
号
イ
後
段
又
は
第
三
号
イ
後
段
に
規
定
す
る

。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ

構
造
計
算

る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。

ロ

地
震
時
を
除
き
、
令
第
八
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
（
地
震
に
係

る
部
分
を
除
く
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐

力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。

二

建
築
設
備
に
つ
い
て
は
、
第
一
第
一
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

二

建
築
設
備
に
つ
い
て
は
、
第
一
第
一
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

三

屋
根
ふ
き
材
、
特
定
天
井
、
外
装
材
及
び
屋
外
に
面
す
る
帳
壁
に
つ
い
て
は

三

屋
根
ふ
き
材
、
特
定
天
井
、
外
装
材
及
び
屋
外
に
面
す
る
帳
壁
に
つ
い
て
は

、
第
一
第
二
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
（
法
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
後
段

、
第
一
第
二
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

に
規
定
す
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
安
全
性
を
確
か
め
る
場
合
を
除
く
。
）
。

第
三

令
第
百
三
十
七
条
の
二
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
建
築
物
の
倒
壊
及
び
崩
落
、

第
三

令
第
百
三
十
七
条
の
二
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
建
築
物
の
倒
壊
及
び
崩
落
、

屋
根
ふ
き
材
、
特
定
天
井
、
外
装
材
及
び
屋
外
に
面
す
る
帳
壁
の
脱
落
並
び
に
エ

屋
根
ふ
き
材
、
特
定
天
井
、
外
装
材
及
び
屋
外
に
面
す
る
帳
壁
の
脱
落
並
び
に
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
の
籠
の
落
下
及
び
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
脱
落
の
お
そ
れ
が
な
い
建
築

レ
ベ
ー
タ
ー
の
籠
の
落
下
及
び
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
脱
落
の
お
そ
れ
が
な
い
建
築

物
の
構
造
方
法
に
関
す
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

物
の
構
造
方
法
に
関
す
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

建
築
物
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
つ
い
て
は
、
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に

一

建
築
物
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
つ
い
て
は
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

イ

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
令
第
三
章
（
第
八
節
を
除
く
。
）
の
規
定

イ

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
令
第
三
章
（
第
八
節
を
除
く
。
）
の
規
定

及
び
法
第
四
十
条
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の
構
造
耐
力
に
関
す
る
制
限
を
定

及
び
法
第
四
十
条
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の
構
造
耐
力
に
関
す
る
制
限
を
定

め
た
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
。

め
た
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
。

ロ

地
震
に
対
し
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

ロ

建
築
物
全
体
（
令
第
百
三
十
七
条
の
十
四
第
一
号
に
規
定
す
る
部
分
（
以

⑴

令
第
三
章
第
八
節
の
規
定
（
地
震
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
適
合
す

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
独
立
部
分
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
増
築
又
は
改

る
こ
と
。

築
を
す
る
部
分
以
外
の
独
立
部
分
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
次
に
掲
げ

⑵

令
第
四
十
二
条
、
令
第
四
十
三
条
並
び
に
令
第
四
十
六
条
第
一
項
か
ら

る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上

第
三
項
ま
で
及
び
第
四
項
（
表
三
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
（
平

安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。

成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
五
百
四
十
号
に
規
定
す
る
枠
組
壁
工
法

⑴

法
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
区
分
に
該
当
す
る
も

又
は
木
質
プ
レ
ハ
ブ
工
法
（
以
下
単
に
「
枠
組
壁
工
法
又
は
木
質
プ
レ
ハ

の

第
二
第
一
号
イ
⑴
に
定
め
る
構
造
計
算

ブ
工
法
」
と
い
う
。
）
を
用
い
た
建
築
物
の
場
合
に
あ
っ
て
は
同
告
示
第

⑵

法
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
区
分
に

一
か
ら
第
十
ま
で
の
規
定
）
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
（
法
第

該
当
す
る
も
の

第
二
第
一
号
イ
⑵
に
定
め
る
構
造
計
算

二
十
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
う
ち
木
造
の
も
の
で
あ
る
場

ハ

ロ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
建
築

合
に
限
る
。
）
。

物
の
う
ち
木
造
の
も
の
（
以
下
「
木
造
建
築
物
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
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ハ

地
震
時
を
除
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑴

令
第
三
章
第
八
節
の
規
定
（
地
震
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
適
合
す

⑴

地
震
に
対
し
て
、
建
築
物
全
体
が
、
第
二
第
一
号
イ
⑵
に
定
め
る
構
造

る
こ
と
。

計
算
（
地
震
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ

⑵

令
第
四
十
六
条
第
四
項
（
表
二
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
（
枠

る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
建
築
物
全
体
が
令
第
四
十
二
条
、

組
壁
工
法
又
は
木
質
プ
レ
ハ
ブ
工
法
を
用
い
た
建
築
物
の
場
合
に
あ
っ
て

令
第
四
十
三
条
並
び
に
令
第
四
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第

は
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
五
百
四
十
号
第
一
か
ら
第
十
ま
で

四
項
（
表
三
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通

の
規
定
）
に
適
合
す
る
こ
と
（
法
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
建

省
告
示
第
千
五
百
四
十
号
に
規
定
す
る
枠
組
壁
工
法
又
は
木
質
プ
レ
ハ
ブ

築
物
の
う
ち
木
造
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
。

工
法
（
以
下
単
に
「
枠
組
壁
工
法
又
は
木
質
プ
レ
ハ
ブ
工
法
」
と
い
う
。

）
を
用
い
た
建
築
物
の
場
合
に
あ
っ
て
は
同
告
示
第
一
か
ら
第
十
ま
で
の

規
定
）
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
震
に
対
し
て
構

造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る

。
⑵

地
震
時
を
除
き
、
建
築
物
全
体
が
、
第
二
第
一
号
イ
⑵
に
定
め
る
構
造

計
算
（
地
震
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ

る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
令
第
四
十
六
条
第
四
項
（
表
二
に

係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
（
枠
組
壁
工
法
又
は
木
質
プ
レ
ハ
ブ
工
法

を
用
い
た
建
築
物
の
場
合
に
あ
っ
て
は
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第

千
五
百
四
十
号
第
一
か
ら
第
十
ま
で
の
規
定
）
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ニ

ロ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
増
築
又
は
改
築
後
の
建
築
物
（
新
た
に
エ
キ

ス
パ
ン
シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン
ト
そ
の
他
の
相
互
に
応
力
を
伝
え
な
い
構
造
方
法

を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
建
築
物
を
二
以
上
の
独
立
部
分
（
令
第
三
十
六
条
の

四
に
規
定
す
る
部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
分
け
る
場
合
（
以
下
「
分

離
増
改
築
を
行
う
場
合
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
既
存
の
独
立
部
分
。

以
下
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
架
構
を
構
成
す
る
部
材
（
間
柱
、
小
ば
り
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
増
築

又
は
改
築
前
の
建
築
物
の
架
構
を
構
成
す
る
部
材
か
ら
追
加
及
び
変
更
（
当

該
部
材
の
強
度
及
び
耐
力
が
上
昇
す
る
変
更
を
除
く
。
）
が
な
い
場
合
に
あ

っ
て
は
、
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
告
示
第
百
八
十
五
号
に
定
め
る
基
準
に

よ
っ
て
地
震
に
対
し
て
安
全
な
構
造
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
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る
。

ホ

ロ
及
び
ハ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
分
離
増
改
築
を
行
う
場
合
（
既
存
の

ニ

ロ
及
び
ハ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
た
に
エ
キ
ス
パ
ン
シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ

独
立
部
分
の
規
模
及
び
構
造
が
法
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま

ン
ト
そ
の
他
の
相
互
に
応
力
を
伝
え
な
い
構
造
方
法
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り

で
に
掲
げ
る
建
築
物
の
区
分
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、

建
築
物
を
二
以
上
の
独
立
部
分
に
分
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
増
築
又
は
改

既
存
の
独
立
部
分
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
告
示
第
百
八
十

築
を
す
る
独
立
部
分
以
外
の
独
立
部
分
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
国
土
交

五
号
に
定
め
る
基
準
に
よ
っ
て
地
震
に
対
し
て
安
全
な
構
造
で
あ
る
こ
と
を

通
省
告
示
第
百
八
十
五
号
に
定
め
る
基
準
に
よ
っ
て
地
震
に
対
し
て
安
全
な

、
地
震
時
を
除
い
て
は
令
第
八
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
（
地
震
に

構
造
で
あ
る
こ
と
を
、
地
震
時
を
除
い
て
は
令
第
八
十
二
条
第
一
号
か
ら
第

係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造

三
号
ま
で
（
地
震
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
構
造

耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る

。

ヘ

ロ
及
び
ハ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
分
離
増
改
築
を
行
う
場
合
（
既
存
の

独
立
部
分
の
規
模
及
び
構
造
が
法
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
建
築

物
の
区
分
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
既
存
の
独
立
部
分

に
つ
い
て
は
、
第
二
第
一
号
ハ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

建
築
設
備
に
つ
い
て
は
、
第
一
第
一
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

二

建
築
設
備
に
つ
い
て
は
、
第
一
第
一
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

三

屋
根
ふ
き
材
、
特
定
天
井
、
外
装
材
及
び
屋
外
に
面
す
る
帳
壁
に
つ
い
て
は

三

屋
根
ふ
き
材
、
特
定
天
井
、
外
装
材
及
び
屋
外
に
面
す
る
帳
壁
に
つ
い
て
は

、
第
一
第
二
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
（
法
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
後
段

、
第
一
第
二
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

に
規
定
す
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
安
全
性
を
確
か
め
る
場
合
を
除
く
。
）
。

第
四

（
略
）

第
四

（
略
）


